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告

示

青
森
県
告
示
第
百
九
十
号

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
定
期
検
査
を
行
わ

せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
九
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
九
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所
在
地

定
期
検
査
の
業
務
を
行

う
特
定
計
量
器
の
種
類

定
期
検
査
の
業

務
を
行
う
地
域

指
定
年
月
日

社
団
法
人

青
森
県
計

量
協
会

青
森
市
第

二
問
屋
町

四
丁
目
一

一
の
六

質
量
計

(

土
地
又
は
建

物
そ
の
他
の
工
作
物
に

取
り
付
け
ら
れ
て
い
る

大
型
は
か
り
を
除
く
。)

青
森
県
の
区
域

(

青
森
市
、
弘

前
市
及
び
八
戸

市
の
区
域
を
除

く
。)

平
成
二
十
二
年
二
月
二

十
六
日

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
八
戸
三
沢
線

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
船
場
川
原
二
〇
の
一

か
ら
上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
明
土
一
の
三
ま
で

平
成
��･

�･

��

平
成
二
十
二
年

三
月
二
十
九
日

(

月
曜
日)

第
三
千
二
百
十
七
号



( )

公

告

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

(

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
八
日
公
表)

の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

第
１
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

１
本
県
の
水
産
業
は
､
平
成
19年
に
お
い
て
､
生
産
量
が
25万
８
千
ト
ン
で
全
国
第
４
位
､
生

産
額
が
567億

円
で
全
国
第
７
位
と
全
国
で
も
有
数
の
漁
獲
実
績
を
誇
っ
て
お
り
､
漁
業
就
業

者
数
は
平
成
15年
現
在
に
お
い
て
１
万
１
千
人
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
遠
洋
漁
業
及
び
沖
合

漁
業
の
基
地
と
し
て
発
展
し
て
き
た
八
戸
市
を
中
心
と
し
て
水
産
加
工
業
の
生
産
も
盛
ん
で
あ

り
､
特
に
沿
岸
域
に
お
い
て
水
産
業
は
中
核
的
な
産
業
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
水
産
業
は
本
県
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
産
業
で
あ
り
､
今
後
と
も
水
産
業

の
発
展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
､
合
理
的
に
利
用
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

２
本
県
は
､
太
平
洋
､
津
軽
海
峡
及
び
日
本
海
海
域
に
三
方
を
囲
ま
れ
る
と
と
も
に
､
大
型
内

湾
で
あ
る
陸
奥
湾
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
我
が
国
有
数
の
好
漁
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
わ
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
多
く
が
低
水
準
､
減
少
傾

向
に
あ
り
､
本
県
海
域
に
お
い
て
も
低
水
準
､
減
少
傾
向
に
あ
る
海
洋
生
物
資
源
が
多
く
な
っ

て
き
て
い
る
｡

今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
れ
ば
県
民
､
国
民
の
ニ
ー
ズ
へ
の
的
確
な
対
応
の
み

な
ら
ず
､
地
域
経
済
の
発
展
へ
の
重
大
な
支
障
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
｡

３
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
､
県
と
し
て
は
従
来
か
ら
漁
業
の
管
理
､
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進

等
種
々
の
保
存
管
理
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
､
こ
の
結
果
､
県
の
魚
ひ
ら
め
の
資

源
が
着
実
に
増
加
し
て
い
る
な
ど
､
地
先
の
資
源
を
主
体
と
し
て
多
く
の
海
洋
生
物
資
源
の
保

存
及
び
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
､
よ
り
一
層
の
適
切
な
海
洋
生
物
資
源

の
保
存
及
び
管
理
に
よ
り
水
産
物
の
生
産
を
更
に
安
定
的
で
持
続
的
な
も
の
と
す
る
た
め
､
国

の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
の
本
県
の
数
量
に
つ
い

て
､
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
｡

４
漁
獲
可
能
量
制
度
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
制
度
を
適
切
に
管
理
し
､
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者

等
の
指
導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公
表
等
実
効
措
置
を
講
じ
る
た
め
､
他
道
県
入
漁
船
を
含
め
第

１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
及
び
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
実
績
の
的
確
な
把
握
に
努

め
る
こ
と
と
す
る
｡

５
ま
た
､
漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
係
る
管

理
を
適
切
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
､
こ
れ
ら
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
､
回
遊
状
況
､
資
源
の

内
容
､
当
該
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
又
は
知
見
が

必
要
で
あ
る
た
め
､
当
該
デ
ー
タ
の
蓄
積
又
は
知
見
の
進
展
を
図
る
た
め
､
地
方
独
立
行
政
法

人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
水
産
総
合
研
究
所
を
中
心
と
し
､
国
又
は
関
係
都
道
府
県
と
の

連
携
の
下
､
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
｡

６
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
及
び
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
以
外
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ

い
て
も
､
引
き
続
き
資
源
管
理
を
推
進
す
る
よ
う
､
従
来
か
ら
の
資
源
管
理
型
漁
業
を
推
進
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
｡

７
本
県
に
お
け
る
漁
獲
可
能
量
制
度
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
制
度
に
つ
い
て
は
､
関
係
漁
業
者

の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
､
ま
た
､
他
道
県
入
漁
者
の
採
捕
実
績
に
妥
当
な
配
慮
を
払
う
も
の
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
磯
谷
二
三
二
番
地
田

中

勝

年

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
一
七
番
地
福

田

栄

一

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
長
後
川
目
一
〇
七
番
地
一

大

石

光

明

佐

井

� �



( )
と
す
る
｡

第
２
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
関

す
る
事
項

１
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
平
成
21年
の
知
事
管
理
量
は
､
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
｡

２
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
平
成
22年
の
知
事
管
理
量
は
､
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(注
)
平
成
22年
の
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
は
､
管
理
の
対
象
と

な
る
期
間
が
開
始
す
る
前
ま
で
に
設
定
す
る
｡

第
３
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

【
す
け
と
う
だ
ら
】

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
及
び
さ
し
網
漁
業
に
つ
い
て
は
､
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
許
可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
､
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の

規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
し
､
こ
の
結
果
､
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

ま
た
､
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
｡

【
ま
あ
じ
】

定
置
網
漁
業
(底
建
網
を
含
む
｡
)
に
つ
い
て
は
､
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
､
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制

に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
し
､
こ
の
結
果
､
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

ま
た
､
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
｡

【
ま
い
わ
し
】

定
置
網
漁
業
(底
建
網
を
含
む
｡
)
に
つ
い
て
は
､
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
､
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制

に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
し
､
こ
の
結
果
､
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

ま
た
､
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
｡

【
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
】

定
置
網
漁
業
(底
建
網
を
含
む
｡
)
に
つ
い
て
は
､
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
､
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制

に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
し
､
こ
の
結
果
､
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

ま
た
､
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
｡

【
す
る
め
い
か
】

定
置
網
漁
業
(底
建
網
を
含
む
｡
)
に
つ
い
て
は
､
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
､
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制

に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
し
､
こ
の
結
果
､
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

ま
た
､
総
ト
ン
数
５
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
る
小
型
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
は
､
現
状
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第
１
種
特
定

海
洋
生
物
資
源

管
理
の
対
象
と
な
る
期
間

知
事
管
理
量

す
け
と
う
だ
ら

平
成
21年
４
月
～
平
成
22年
３
月

若
干

ま
あ
じ

平
成
21年
１
月
～
12月

若
干

ま
い
わ
し

平
成
21年
１
月
～
12月

若
干

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
平
成
21年
７
月
～
平
成
22年
６
月

若
干

す
る
め
い
か

平
成
21年
１
月
～
12月

若
干

第
１
種
特
定

海
洋
生
物
資
源

管
理
の
対
象
と
な
る
期
間

知
事
管
理
量

す
け
と
う
だ
ら

平
成
22年
４
月
～
平
成
23年
３
月

若
干

ま
あ
じ

平
成
22年
１
月
～
12月

若
干

ま
い
わ
し

平
成
22年
１
月
～
12月

若
干

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
平
成
22年
７
月
～
平
成
23年
６
月

す
る
め
い
か

平
成
22年
１
月
～
12月

若
干



( )
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
､
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い

て
操
業
す
る
こ
と
と
し
､
こ
の
結
果
､
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め

る
も
の
と
す
る
｡

な
お
､
上
記
の
漁
業
に
つ
い
て
は
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
｡

第
４
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
､
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量

に
関
す
る
事
項

平
成
22年
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の
う
ち
本
県
に
定
め
ら
れ

た
量
並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(注
)
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
と
は
漁
業
法
(昭
和
24年

法
律
第
267号

)
第
66条

第
１
項
に
規

定
す
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
い
う
｡
う
ち
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則
(昭
和

27年
農
林
水
産
省
令
第
６
号
)
第
１
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
種
類
の
も
の
を
い
う
｡

第
５
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
､
採
捕
の
種
類
別
に
定
め

る
量
に
関
す
る
事
項

平
成
22年
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力

量
並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
と
す
る
｡

(注
)
機
船
手
繰
網
漁
業
(か
け
ま
わ
し
漁
業
)
と
は
青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
６
条
に
規
定

す
る
種
類
の
も
の
を
い
う
｡

第
６
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

【
さ
め
が
れ
い
】

太
平
洋
北
部
の
さ
め
が
れ
い
の
資
源
回
復
を
図
る
た
め
に
､
国
が
作
成
し
た
｢太
平
洋
北
部
沖

合
性
カ
レ
イ
類
資
源
回
復
計
画
｣
の
着
実
な
実
施
を
本
県
と
し
て
推
進
す
る
｡

ま
た
､
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
努
力
量
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
｡

第
７
そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

１
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
､
よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な

資
源
状
況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
､
資

源
に
関
す
る
調
査
・
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
｡

２
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
､
小
型
魚
や
産
卵
親
魚
の
保
護
等
に
向

け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
と
と
も
に
､
生
息
環
境
の
保
全
に
努
め
る
も
の
と
す
る
｡

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程

(

昭
和
二
十
八
年
三
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号)

に
関
す
る
こ
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第
２
種
特
定

海
洋
生
物
資
源

採
捕
の
種
類

海
域

期
間

漁
獲
努
力
量

(隻
日
)

さ
め
が
れ
い

小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
(う
ち
手

繰
第
１
種
漁
業
)

青
森
県
下
北
郡
東
通

村
尻
屋
埼
灯
台
中
心

点
と
北
海
道
函
館
市

恵
山
岬
灯
台
中
心
点

を
結
ん
だ
線
以
東
の

青
森
県
地
先
水
面

平
成
22年
５
月
１

日
か
ら
平
成
22年

６
月
30日
ま
で

388

第
２
種
特
定

海
洋
生
物
資
源

採
捕
の
種
類

海
域

期
間

漁
獲
努
力
量

(隻
日
)

さ
め
が
れ
い

機
船
手
繰
網
漁
業

(か
け
ま
わ
し
漁

業
)

青
森
県
下
北
郡
東
通

村
尻
屋
埼
灯
台
中
心

点
と
北
海
道
函
館
市

恵
山
岬
灯
台
中
心
点

を
結
ん
だ
線
以
東
の

青
森
県
地
先
水
面

平
成
22年
５
月
１

日
か
ら
平
成
22年

６
月
30日
ま
で

388



( )

と
。附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
機
関
で
あ
る
株
式
会
社
エ
ス
テ
ィ
ッ

ク
か
ら
同
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子
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変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

運
転
免
許
取
得
者

教
育
認
定
機
関
の

代
表
者
の
氏
名

古
川
亮
一

�
�
正
明

外
崎
隆

古
川
亮
一

外
崎
隆



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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